
日本機械学会 ２０１６年次大会
市民フォーラム

(主催 法工学専門会議)

模擬裁判:自動運転車の事故を裁く

自動運転車が事故を起こしたとき、事故の責任は誰がどのような理由で
負うのでしょうか。レベル４の自動運転車の事故に対して、現行の自賠
法（自動車損害賠償保障法）は適用可能でしょうか。自動運転車であっ
てもあらゆる事故を避けられるわけではありません。現実に人が起こし
た交通事故を素材として、模擬裁判という手法を用いて、近未来に想定
される自動運転車時代に向けて、技術者と法律家の協力が必要である
ことを示します。

日時: ２０１６年９月１１日（日） １３時３０分～１７時３０分
場所: 九州大学伊都キャンパス ウエストゾーン

総合学習プラザ １階 第５講義室

参加登録不要：直接会場にお越しください。

問合せ:

kkondo@tokyo.email.ne.jp
福田・近藤法律事務所
弁護士 近藤惠嗣

mailto:kkondo@tokyo.email.ne.jp


日本機械学会 ２０１６年次大会 市民フォーラム
(主催 法工学専門会議)

模擬裁判:自動運転車の事故を裁く

プログラム：
１３時３０分 開会
１３時３５分 交通事故の法律と事故の概要
１４時００分 原告側証人の尋問

被告側証人の尋問
１６時００分 休憩（１５分）
１６時１５分 技術者からのコメント
１６時３０分 判決及び理由の解説
１６時４５分 法学者からのコメント
１７時００分 質疑応答
１７時３０分 閉会

原告代理人：上原孝太(木上法律事務所)
原告側証人：川合 誠(元ホンダ・リサーチ・インスティチュート)
被告代理人：岡田一志(西田・恒川・平井法律事務所)
被告側証人：佐藤昌之（ITS Japan)
裁判官： 堂前遼司(九州リーガル・クリニック法律事務所)，中山弘幸(九州リーガル・クリ

ニック法律事務所)，田中教雄(九州大学)
コメンテーター：鈴木高宏(東北大学)，中山幸二(明治大学)
解説：近藤惠嗣(福田・近藤法律事務所)

ウエストゾーン

アクセスマップ


